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◆ 参院憲法特　安倍首相の「会期内成立」に符号　　
与党が早期成立に向け暴走

２３日参考人質疑、２４日地方公聴会を強行
　 参議院憲法特別委員会の理事懇談会が委員会終了後の昨日夕方開かれ、来週23日（月）委員会(参考人質疑)13：00～３時間、24日（火）地方公聴会を名古屋と仙台で同時開催(13：00～15:30）することを自民・公明の与党が強行決定しました。その後の日程については、２３日の協議になる見込みですが、与党は中央公聴会の設定も視野に、安倍首相の「改憲手続き法案は５月３日までに成立させ、憲法を参議院選挙の争点にする」との改憲タカ派路線を突っ走ろうとしています。
◆ 北海道　参議での廃案めざし大宣伝計画
　北海道憲法改悪反対共同センターは、全国センターのゴールデンウイーク前後２波(４/２５～２７，５/９～１１)にわたる「全国一斉宣伝行動」の提起に応え、全道規模での宣伝行動に打って出る計画を進めています。４月２４日の昼休みには札幌大通り公園４丁目で「街頭リレートーク」と「署名行動」を大規模に行い先陣を切ります。また、２５日にはメーデー実行委員会として、出勤時５０箇所ターミナル宣伝で「改憲手続き法案廃案」の宣伝行動をおこない、２９日は「国民投票法案参院で否決を！中央区民ｷｬﾗﾊﾞﾝ」も行います。

　５・３憲法記念の集会は、１７日現在１０市で計画が立てられており、今後把握が進めば例年の規模を上回ることは確実です。

　４３市６町で地域共同センターが確立され、憲法改悪反対署名は有権者の過半数(約３６８万)を目標に取り組まれており、４月１２日現在７７万筆３２％の到達となりました。有権者過半数比で到達率の高いのは深川市７７％、余市町６３％、夕張市４４％、帯広市４３％、三石町３５％の順になっています。

◆ ４／２５～全国各地で大宣伝　
■和歌山共同センターは、自民、公明、民主の党と阿部首相宛ての抗議要請ハガキを各１万枚作成し、一気に情勢を変える運動に立ち上がっています。
■京都は４月２５日、午後１時３０分～宣伝カーの運行による流し宣伝、定点宣伝（二条城北側集合、弁士も参加を）。夜は、午後５時３０分～四条河原町・阪急前で宣伝行動を行います。
■兵庫では４月１７日から５月１１日(土･日除く)まで連日、７台の宣伝カーを運行、神戸市中央区では連日のように昼デモを行います。

■広島では午前・午後の４日間８コースで宣伝カーを運行し、市民・県民に訴えます。

■茨城では７０００枚のビラを地域ごとに分担し、一気に配布する計画です。

■大阪では４月２５日から２７日に地域段階での宣伝を最大限具体化するとともに、２６日夕方に全府的な宣伝を京橋で行う｡さらに５月９日(水)には大阪府下一斉全駅宣伝行動を文字通り全駅宣伝で実施します。

■全商連は宣伝テープを買い取って各県連に配布しました。

■自治労連は、憲法特委員全員、与党党首、幹事長宛てのハガキを作成するとともに急きょ１０万枚のビラをつくり、全国宣伝を行います。また憲法施行60年となる5月3日の憲法記念日を機に、仕事と憲法の関わりについてふりかえり、憲法改悪と改憲手続き法案を許さない決意を、職場の一人一人が確認しあうために、「憲法尊重擁護」職場決議をあげる運動にとりくみます。
◆政党・議員・マスコミに届けよう！国民の声

FAX・メール・ハガキなどの集中を！

■ 参議院のホームページの「参議院インターネット審議中継」をご覧になれます。http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
■ 各政党・特別委員・マスコミなどにFAX・メールを当共同センターHPから大規模に送りましょう。http://www.kyodo-center.jp/　

■ ２５日から２７日までの３日間、全国一斉に宣伝カー運行、ハンドマイク宣伝、ビラ宣伝などを全有権者規模で展開しましょう。

■ 国会や中央行動への参加をつよめましょう。
◆ 参院憲法特　最低投票率は国民主権の要請　　
■ 謝罪してもなお・・ 強行突破

１８日の参院憲法特別委員会では、１６日の参院本会議で改憲手続き法案の提出者の保岡興治衆院議員が民主党の近藤議員に対する答弁で、「参議院においては、ゼロから議論を始めるのではなく、衆議院での審議を踏まえて、足らざるところを集中的に審議されると思う」などと二院制を否定する発言を行った問題が各党の質問者から提起され、答弁に立った保岡議員は、「参議院の議論はこれからでありゼロからと言ったのは相応しくなかった」「足らざるところの発言は両院の違いがある中で不適切であった。参議院の審議に対してとやかく言う立場にないので訂正した」と謝罪し、議事録から削除したことを明らかにしました。
■ 改憲案が通らなくなるから・・最低投票率  

委員会では、９６条の「国民の承認要件」に最低投票率を設ける問題が集中的に取り上げられました。法案提出者の赤松議員(公明)は、民主党の前川議員の最低投票率を設けない理由を聞かれて、①９６条に明文規定がないなかで過重要件となる、②ボイコット運動が起こる恐れがある、③諸外国の事例が少ない、などと答弁。
保岡議員は前川議員のなぜ最低投票率を設けない理由を問われ、「過重要件を設ければ憲法改正が難しくなる」「国民の関心の薄い問題で改憲発議をする場合に最低投票率を設けると改憲が出来なくなる」と居直り、仁比議員の９６条の国民投票で国民の総意で決めるとするなら最低投票率を設けるべき、との質問に対しては「発議内容・項目によっては投票率が低くなる可能性がある。憲法は最低投票率を規定していないが高い投票率は望ましい」と述べる始末でした。
■ 憲法審査会は９条改憲と集団的自衛権をセットで議論

赤松議員は、戦後６０年、改憲手続き法案が制定されてこなかったことが、「不作為」ではないと考えるがどうかとの質問に対し、「認識は共有している」と答弁。「憲法審査会」の役割を問われた船田議員は「憲法と密接に関連するので当然集団的自衛権も議論することになる」。赤松議員は「９条をめぐる連関性のなかで自衛権も議論する」と答弁。法案成立後の国会から設置される憲法審査会では９条の改憲原案とともに集団的自衛権についても議論することを鮮明にしました。
■ 最低投票率についての定めを設けるのは、「憲法上疑義がある」？　
１９日の憲法特で日本共産党の仁比議員は、発議者に対して「最低投票率を設けるべき」と求めた。しかし、保岡氏はじめ発議者は、「憲法第96条には、最低投票率求める規定がない」と一蹴。その理由として、ボイコット運動が組織されたり、国民的関心の低いテーマを扱う場合にこれをクリアできない等を挙げた。仁比議員は、その原因を質したが、発議者は、「いろいろある」、「自分たちはそう判断した」とのあいまいな返答で、憲法上の論拠を示すことができませんでした。
仁比議員は、憲法改正の国会の発議において96条には、「各議院の総議員の３分の２以上の賛成で」とはあるが、両院協議会の設置については定めていないことを指摘。これこそ過重要件ではと質した。そして、仁比議員は、「この法案は、直接民主主義そのもの。発議は国会、決定権は国民にある。その国民が行使するときに国民の総意で決めるということを強めることが硬性憲法の担保だ。最低投票率の『最低』とはどこがふさわしいのか調査すべき」と締めくくった。

■　参議院議面集会（４・１９/130人参加）での井上哲士議員の話（主旨）

　異様とも言える連日審議を通じて、この法案が、9条改悪と地続きでその願いが込められた内容であることがより鮮明になってきた。発議者は「中立的」な内容と主張するが、このような無理な審議・運営自体が、法案のよこしまさを露呈するもの。最低投票率を設定しないで、国民の総意を汲み尽くせるのか。法律とは明らかに違う硬性憲法を扱っているにもかかわらず、憲法原理に反する審議。8割の国民世論が、「最低投票率を規定せよ」と求めている一方、与党は、この法案の中身を知られる前に成立させようとの姿勢。今後も徹底審議を求め、廃案に追い込むよう奮闘する。
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■　傍聴者メモ　連日審議による弊害

　委員会審議は、連日4、6、7時間コースで動いている。法案の提案者は、本日午後開催の衆議院本会議などを欠席して参院特別委員会に張りつく毎日。発議者だけでなく、委員も質問終了後には走って同時開催中の常任委員会へ急ぐ。欠席議員も１／3ほどいる。とりわけ少数政党にはタイトな運営になっている。「憲法改正」の手続きを扱う委員会で委員が全員参加でき、審議をつくす保証がない議事運営は、おかしい！・・「発議者は連日審議で準備不足に陥っている」との声も）
保岡氏は、19日の質疑のなかで、答弁に窮して何度か審議を止め、政府関係者に助言を求める一幕も。法案の提出者で元法務大臣、弁護士資格を持つ保岡氏が、「私は専門家ではないので」と発言する始末。（普通の国民はもっと解らない。わからないような内容にしていることこそ問題！）
■　暴言・珍言・迷言・
葉梨「棄権をする自由も必要」。保岡「低いことは好ましくないが、最低投票率を設けて国民の投票率を上げることはしない」。赤松「最低投票率設けるのは、９６条が示したより過重要件」。

参議院は「言論の府」というが、それにしては衆議院の週１回審議に比してドタバタの毎日審議。発言時間も衆院はどの党も同じあったのに参院は議席数比例だとか。これって小数党に非礼でないか。地方公聴会の公述人も与党２、民主２の推薦でどちらも法案の推進政党。国民の意見を聞くべき場に明確な反対党の公述人がいない公聴会は考えたくもない。ところで３５人の特別委員の中で弁護士は民主２、公明１、共産１、社民１の計５人。この中で１８日の国会論戦で同じ弁護士の保岡氏を相手に４人が質問、聴きごたえのある論戦だった。百聞は一見にしかず。傍聴は実に楽しく生きた政治学習の場だ。　
 　短信･ホットライン　
■ 沖縄参院補選　野党候補が猛追　あなたの一声が決する
２２日に投開票される参院沖縄選挙区・補欠選挙（欠員１）を前に、琉球新報社と沖縄テレビ放送（ＯＴＶ）は１１日から１４日までの４日間、県内１１市の有権者を対象に電話世論調査を実施した。その結果に本紙の取材を加味して情勢を探ると、共に無所属新人の前那覇市議・島尻安伊子候補（４２）＝自民、公明推薦＝と前連合沖縄会長・狩俣吉正候補（５７）＝社民、社大、共産、民主、国民新党推薦＝がほぼ横一線で並び、激しく競り合っている。まだ態度を決めていない有権者が３割近くおり、これらの有権者の動向が当落を左右しそうだ。
　島尻候補は那覇市、南城市、名護市などで浸透。狩俣候補は沖縄市、浦添市、石垣市などで支持を広げている。
沖縄の参院補選は、自公対全野党の対決の構図となっており、ここで勝利するかどうかは、改憲手続き法案の審議にも少なくない影響を及ぼすことは明らかです。知人･友人に一声かけましょう。
■ 宣伝カー用エンドレステープ

　憲法改悪反対共同センターでは、改憲手続き法案反対の「宣伝テープ」作成し、全国一斉宣伝行動(4/25～27、5/9～11)で各団体･労働組合が宣伝カーをフル動員して目に見え、音の出る宣伝を地域の隅々から全国いっせいに実施するよう呼びかけています。　
　◎テープの注文は下記にお願いします。

　・日本電波ニュース社(担当は立山・田口)

・電話　０３－３７４６－７８４１　ＦＡＸ０３－３７４６－７８５３

　・頒価：１本８００円(送料別)。出来る限りまとめて注文してください。













